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議案第６６号

取手市放課後子どもクラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について

取手市放課後子どもクラブの設置及び管理に関する条例（平成２０年条例第７号）

の一部を別紙のとおり改正する。

令和２年１１月３０日提出

取手市長 藤 井 信 吾

提案理由

土曜日の放課後子どもクラブについて，開所する放課後子どもクラブを拠点校に集

約した上で，現在午前８時から午前１２時までの開所時間を午前７時３０分から午後

６時までに拡大するため，本条例の一部を改正するものです。
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取手市放課後子どもクラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例

取手市放課後子どもクラブの設置及び管理に関する条例（平成２０年条例第７号）

の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。

改正後 改正前

(開所時間) (開所時間)

第 3条 子どもクラブの開所時間は，次の各

号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める

時間とする。

第 3条 子どもクラブの開所時間は，次の各

号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める

時間とする。

(1) (略) (1) (略)

(2) 土曜日 午前 7 時 30 分から午後 6

時まで

(2) 土曜日 午前 8 時から午前 12 時ま

で

2 前項の規定にかかわらず，取手市立学校

管理規則(昭和 48 年教育委員会規則第 3

号)第 3 条第 3号から第 9号までに規定す

る学校の休業日(以下この項において「休

業日」という。)における子どもクラブの

開所時間は，次の各号に掲げる区分に応

じ，当該各号に定める時間とする。

2 前項の規定にかかわらず，取手市立学校

管理規則(昭和 48 年教育委員会規則第 3

号)第 3条第 3号から第 9号までに規定す

る学校の休業日(以下この項において「休

業日」という。)における子どもクラブの

開所時間は，次の各号に掲げる区分に応

じ，当該各号に定める時間とする。

(1) (略) (1) (略)

(2) 休業日が土曜日の場合 午前 7 時

30 分から午後 6時まで

(2) 休業日が土曜日の場合 午前 8時か

ら午前 12 時まで

3 教育委員会は，第 1項第 1号及び前項第

1号の場合にあっては午後 5時から午後 7

時までの間，第 1項第 2号及び前項第 2号

の場合にあっては午後 6 時から午後 7 時

までの間，子どもクラブを延長して開所す

ることができる。

3 教育委員会は，第 1項第 1号及び前項第

1号の場合において，午後 5時から午後 7

時までの間，子どもクラブを延長して開所

することができる。

4 (略) 4 (略)

(休所日) (休所日)

第 4条 子どもクラブの休所日は，次に掲げ

るとおりとする。

第 4条 子どもクラブの休所日は，次に掲げ

るとおりとする。

(1) (略) (1) (略)
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(2) 土曜日(次条に規定する場合を除

く。)

(3)から(5)まで (略) (2)から(4)まで (略)

2 (略) 2 (略)

(土曜日の開所)

第 4条の 2 前条第 1項第 2号の規定にかか

わらず，次に掲げる子どもクラブは，土曜

日においても開所する。

(1) 取手東小学校放課後子どもクラブ

(2) 高井小学校放課後子どもクラブ

(3) 藤代小学校放課後子どもクラブ

(対象児童) (対象児童)

第 5 条 子どもクラブに入所することがで

きる児童は，子どもクラブを設置している

小学校に就学している児童とする。ただ

し，土曜日に開所する子どもクラブに入所

することができる児童は，別表第 1に規定

する子どもクラブが設置されている小学

校に就学しているもので，その保護者が就

労，疾病等により昼間家庭にいないことが

常態であるものに限る。

第 5 条 子どもクラブに入所することがで

きる児童は，子どもクラブを設置している

小学校に就学している児童とする。ただ

し，教育委員会が特に入所を必要と認める

児童にあっては，この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず，教育委員会が

特に入所を必要と認める児童は，子どもク

ラブに入所することができる。

(利用料等) (利用料等)

第 9条 (略) 第 9条 (略)

2 (略) 2 (略)

3 利用決定者は，第 3条第 3項の規定によ

り延長して開所した時間帯において子ど

もクラブを利用するときは，前 2項に規定

する利用料に加え，利用する児童 1人につ

き別表第 4 に規定する額の利用料を加算

金として納付しなければならない。

3 利用決定者は，午後 5時から午後 7時ま

での間において子どもクラブを利用する

ときは，前 2項に規定する利用料に加え，

利用する児童 1 人につき別表第 4 に規定

する額の利用料を加算金として納付しな

ければならない。

4 (略) 4 (略)
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別表第４を次のように改める。

別表第４（第９条関係）

付 則

この条例は，令和３年１０月１日から施行する。

１か月の利用日数のうち，第３条第３項の規定により

延長して開所した時間帯に利用した日数
加算金の額

１日以上７日以下 １，０００円

８日以上１４日以下 １，５００円

１５日以上 ２，０００円


